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―　議５１～３　―



―　議５１～４　―

提案理由

　下郡地区の一部の住居表示を実施するため、字の区域及びその名称を変更い

たしたく本案を提出する。



―　議５２～１　―

議第 ５２ 号

　　　包括外部監査契約の締結について

　次のとおり包括外部監査契約を締結する。

　　平成２８年３月４日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　契 約 の 目 的　　当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２　契 約 の 始 期　　平成２８年４月１日

３　契 約 の 金 額　　１１,０００,０００円を上限とする額

４　契約の相手方　　住所　大分市にじが丘二丁目１７番１号

　　　　　　　　　　氏名　大　石　　　聡

　　　　　　　　　　資格　公認会計士

提案理由

　包括外部監査契約を締結いたしたく、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定により本案を提出する。



―　議５３～１　―

議第 ５３ 号

　　　市道路線の認定について

　市道路線を次のように認定する。

　　平成２８年３月４日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　認定する市道路線
図面
番号 路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

古国府２７号線 大字古国府
１９８番　２２地先

大字古国府
１９０番　１３地先

畑中２２号線 大字畑中
８６２番　　３地先

大字畑中
８６２番　　７地先

１ パークプレイス公園通り
１５７号線

公園通り五丁目
６３１６番１１６地先

公園通り五丁目
３９番　　１地先

２ パークプレイス公園通り
１５８号線

公園通り五丁目
６３１６番１１３地先

公園通り五丁目
３７番　　４地先

軒田６号線 大字寒田
１１１１番　　１地先

大字寒田
１１０３番　　４地先

東院９号線 大字東院
８９１番　　１地先

大字東院
９１３番　　１地先

提案理由

　市道路線を認定いたしたく道路法第８条第２項の規定により本案を提出する。



―　議５３～２　―



―　議５３～３　―



―　議５３～４　―



―　議５３～５　―



―　議５３～６　―



―　議５４～１　―

議第 ５４ 号

　　　損害賠償の額の決定並びに示談について

　損害賠償の額の決定並びに示談について、地方自治法（昭和２２年法律第６７�

号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により議決を求める。

　　平成２８年３月４日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　賠償の相手方　　佐伯市７２５５番地２　市営女島団地５Ａ－１１

　　　　　　　　　　三　城　光　夫

２　賠 償 金 額　　５,７５５,７９８円

３　事 件 の 概 要

　�　平成２６年１１月１４日午前１０時４０分頃、大分市野津原公民館の集会

室において、三城光夫さんが音響機材の設置作業をしていた際、舞台の昇降

用の階段が外れ落ちたため、同階段を降りていた同人が転倒し、負傷したも

の。

提案理由

　損害賠償の額の決定並びに示談をいたしたく本案を提出する。



―　議５５～１　―

議第 ５５ 号

　　　損害賠償の額の決定並びに示談について

　損害賠償の額の決定並びに示談について、地方自治法（昭和２２年法律第６７�

号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により議決を求める。

　　平成２８年３月４日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　賠償の相手方　　別府市大字南立石１９９番地

　　　　　　　　　　株式会社　雄和工業

　　　　　　　　　　代表取締役　加　藤　雄　司

２　賠 償 金 額　　６６７,９６９円

３　事 件 の 概 要

　�　平成２７年６月１８日午後２時３０分頃、大分市大字小野鶴１９１８番１

地先市道明磧橋小野鶴線上において、株式会社雄和工業のダンプトラックが

走行中、同市道の法面の樹木が突然倒れ込んできたためこれに接触し、車両

を破損したもの。

提案理由

　損害賠償の額の決定並びに示談をいたしたく本案を提出する。




